
 

品川区病児保育事業実施要綱 

 

制定 平成３１年３月２９日 区長決定 要綱第 ６７号 

改正 令和 ５年２月２８日 区長決定 要綱第 ３０号 

改正 令和 ５年５月２９日 区長決定 要綱第１２３号 

改正 令和 ６年４月 １日 区長決定 要綱第３７０号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、当面症状の急変が認められないものの、未だ病気の回復期に

至らない乳幼児を、集団保育の困難な期間において、医療機関等に付設された専

用スペースで一時的に預かる病児保育事業（以下「病児保育」という。）を実施

することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに乳幼児の福祉

の向上を図ることを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 病児保育は区が実施するものとし、事務の一部は医療機関等の適切な医療

および保育を確保することができる施設（以下「実施施設」という。）を設置す

る者に委託して実施するものとする。 

（事業内容） 

第３条 病児保育に係る業務の委託を受けた実施施設を設置する者（以下「受託

者」という。）は、保育所保育指針（平成２９年３月３１日厚生労働省告示第１

１７号）に準拠して保育を行うものとする。 

２ 受託者は、前項の保育を行うにあたっては、次に掲げる事項に配慮しなければ

ならない。 

 ⑴ 体温の管理等、乳幼児の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保て

るような処遇内容とすること。 

 ⑵ 他の乳幼児への感染の防止を図ること。 

（対象者） 

第４条 病児保育の対象となる乳幼児は、次に掲げる要件を全て備えるものとする。 

 ⑴ 生後６ヶ月から小学校就学前までの者であること。 

 ⑵ 次に掲げる施設のいずれかに入所していること。 

  ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育

所 

  イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号。以下、「法」という。）第２条第６項に規定す

る認定こども園 

  ウ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（法第３

条第１項または第３項の認定を受けたものおよび同条第１１項の規定による

公示がされたものを除く。） 

  エ 品川区立就学前乳幼児教育施設条例（平成１５年品川区条例第３５号）第

３条第２号に規定する幼児教育施設 

オ 東京都認証保育所実施要綱（平成１３年５月７日１２福子第１１５７号）

に規定する保育所 

  カ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第５項に規定す



る地域型保育事業 

  キ 認可外保育施設に対する指導監督要綱（昭和５７年６月１５日５６福児母

第９９０号）に規定する保育施設 

⑶ 病気の治療中であって、医師により症状が軽度であり、入院加療の必要がな

いと診断されていること。 

⑷ 保護者が、次のいずれかに該当し、他に保育を行う者がないこと。 

ア 勤務の都合等で出勤せざるを得ないとき。 

イ 傷病や出産のため通院し、または入院するとき。 

ウ 家族を看護し、もしくは介護し、または冠婚葬祭に出席するとき。 

エ 事故や災害にあったとき。 

（病気の範囲） 

第５条 前条第３号の病気とは、次のものをいう。 

⑴ 感冒、急性胃腸炎等の児童が日常罹患する疾病 

⑵ 水痘、風疹等の伝染性疾患 

⑶ 喘息等の慢性疾患 

⑷ 骨折、熱傷等の外傷性疾患 

⑸ その他児童の主治医が受け入れることができると判断した病気 

（実施施設） 

第６条 実施施設は、次に掲げる基準を全て満たすものとする。 

⑴ 保育室および児童の静養または隔離に機能を持つ観察室または安静室を有す

ること。この場合において、保育室の面積は児童１人当たり１．９８㎡以上と

し、観察室または安静室の面積は１室３．３㎡以上とすること。 

⑵ 調理室（施設専用の調理室を有することが困難な場合においては、本体施設

等の調理室と兼用しても差し支えない。）および調乳室（専用の調乳室を設け

ることが困難な場合においては、調理室の一部を調乳場として区画すること）

を有すること。 

⑶ 実施施設の他の部分と区画され、手洗い設備が設けられた便所を有すること。

この場合において、やむを得ず本体施設と共有する場合には、児童の動線およ

び汚物の処理方法等に十分留意すること。 

⑷ 保育室の採光を確保すること。建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２８条１項および建築基準法施行令（昭和２５年政令３３８号）第１９条の規

定（認可保育所の保育室の採光）に準じ、窓等採光に有効な開口部の面積が床

面積のおおむね５分の１以上であることが望ましい。 

⑸ 緊急避難路を２箇所２方向に設けること。 

⑹ その他事業に必要な設備、備品を備えること。 

２ ２階以上の階にある実施施設にあっては、前項各号に定める基準を満たすほか、

認可外保育施設に対する指導監督の実施について（平成１３年３月２９日付雇児

発１７７号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）別紙「認可外保育施設指導

監督の指針」の別添「認可外保育施設指導監督基準」の４「保育室を２階以上に

設ける場合の条件」に定める要件を参考にして当該実施施設の安全性の確保に努

めることとする。 

３ 実施施設の施設名、所在地および定員は、別表第１のとおりとする。 

（職員配置） 

第７条 実施施設は、病児保育を利用する乳幼児（以下「利用児童」という。）の



看護を担当する看護師等を利用児童おおむね１０人につき１名以上、利用児童の

保育を担当する保育士を利用児童おおむね３人につき１名以上配置すること。 

２ 保育士および看護師等の職員配置については、常駐を原則とする。ただし、利

用児童が見込まれる場合に本体施設等から保育士および看護師等が駆けつけられ

る等の迅速な対応が可能であれば、以下のとおり常駐を要件としない。 

⑴ 利用児童がいる時間帯の場合 

   アからエの要件を満たし、利用児童の安心・安全を確保できる体制を整えて

いる場合には、看護師等の常駐を要件としない。 

  ア 病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよ

う、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケア

を行うこと。 

  イ 実施施設が医療機関内に設置されている場合等、実施施設と、看護師等が

病児保育以外の業務に従事している場所が近接していること。 

  ウ 看護師等が病児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場

合には実施施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されてい

ること。 

  エ 看護師等が常駐しない場合であっても、保育士を複数配置することにより、

常に複数人による保育体制を確保していること。 

 ⑵ 利用児童がいない時間帯の場合 

   利用児童が発生した場合に、連絡を受けた保育士および看護師等が速やかに

出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されて

いれば、利用児童がいない場合は保育士および看護師等の常駐を要件としない。 

（利用期間等） 

第８条 病児保育を利用することができる期間は、一回の利用につき７日までとす

る。ただし、利用児童の健康状態についての医師の判断、当該利用児童の保護者

の状況等により、必要と認められる場合には、７日を超えて利用することができ

る。 

２ 病児保育を利用することができる日（以下「利用日」という。）は、土曜日、

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

および年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除くものとする。 

３ 病児保育を利用することができる時間は、午前８時３０分から午後６時００分

までの間とし、保護者と受託者が協議のうえ決定する。 

（利用方法） 

第９条 保護者は、病児保育を利用するときは、利用日の前日(利用日の前日が利

用日以外の日に該当する場合にあっては、当該利用日の前日の直前の利用日)ま

でに、氏名、主治医の診断状況および必要事項を実施施設に報告したうえ、利用

の予約を行うものとする。ただし、定員を満たさず、特に支障がないと認められ

る利用日においては、この限りでない。 

（利用料等） 

第１０条 受託者は、利用児童の保護者から、１日につき別表第２に定める利用料

を徴収することができる。 

（利用料の助成） 

第１１条 前条の規定にかかわらず、区長は、区内在住者のうち、保護者の属する

世帯が別表第３に掲げる世帯に該当するときは、当該世帯の区分に応じて同表に



定める金額を支払うことにより、利用料の全額または一部を助成することができ

る。 

（利用の中止） 

第１２条 区長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育の

利用を中止することができる。 

 ⑴ 利用目的に反する行為をしたとき。 

 ⑵ 受託者の指導に従わないとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用できな

くなったとき。 

（開設に係る経費） 

第１３条 区長は、実施施設の開設に要する経費の一部を補助することができる。 

（報告） 

第１４条 区長は、必要と認めるときは、受託者に対し、実施施設の利用状況等に

ついて報告を求めることができる。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、病児保育の実施に関し必要な事項は、子

ども未来部長が別に定める。 

 

付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



別表第１（第６条関係） 

施設名 所在地 定員 

こどもの森クリニック 

病児保育室 森のおうち 
品川区上大崎3-3-1 ７名 

ソラストえばら保育園 

病児保育室 ソラストキッズケア 
品川区中延2-6-4 ６名 

鈴の木こどもクリニック 

病児保育 キッズベル品川 
品川区戸越1-3-1 ４名 

 

別表第２（第１０条関係） 

利用者区分 利用料金 

区内在住者 2,000円 

区外在住者 5,000円 

 

別表第３（第１１条関係） 

助成対象 助成額 

生活保護世帯 2,000円 

住民税非課税世帯 2,000円 

住民税均等割世帯 1,000円 

 

 


